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鹿 室 な る 航 謙 と 通 昔

1:当 方は2009年まで門真市の市議会議員を 10年間務め、その間の何年間か貴社のコピーFAX機 をリー

ス使用 してきた者であり、そのきっかけは貴社の若手社員山本の訪間セールスであった。

しかし山本の熱意にほだされてキャノンから乗り換えたものの、何年かして豊社に強い怒りを感じる

事があって見切りをつけ、貴社に対して絶縁を通告し、「2度 と取弓|しないから電話も訪問もして来る

な」と厳命してきたところである。(2005年あたりかその前後と思うが、この際年代は問題ではない)

2:し かるに貴社は、当方の絶縁通告と厳命に拘わらず、当方の意思を踏みにじって何度もセールスの電

話や訪間を行ない、当方を激怒させてきた。

その都度当方が 「2度 と電話や訪間をするな !」と怒鳴りつけて厳命してきたにも拘わらず、最近も

年に1～ 2回はそういうス トーカー的セールスを止めない悪質さである。

そして本国8/26に もセールス訪間があって、当方を激怒させた。

もやは断じて許しておけないので、以下の事を要求 ・通告する。

(1)2度 と戸回事務所に電話や訪問するな !

(2)こ れまでのう酔Hこ対して至急に謝罪文を郵便若しくはFAXで 送られたい。

(謝罪であつても貴社とは一切回頭面談で対応したくないから電話や訪間は厳禁する。)

(3)貴 社のセールス対象リストから戸回事務所を完全に抹消されたい。

(4)「戸田事務所へは絶対にセールスをかけない」ことを社内で徹底せよ。

(5)貴 社が今後もし1度でも当方に電話や訪間を行なつた場合は、当方への嫌

がらせと業務妨害の行為と見なし、法的手段に訴える専も辞さない。

(6)本 件トラブルの解決は、貴社が郵便若しくはFAX謝 罪文を送り、その内容が

当方が承服出来るものであつたと貴社に返答した場合にのみなされる。

以上。

前門真市言義会言義員 1戸田 ひ き よ し 事務所

〒5門-0048大 阪府門真市 新橋町 12-18三松マンション207

電話 ;06-6907-7727 FAX;06-6907-7730

メーール itoda一 Jlmul ④ hige一 toda.com

ホームページ;http://― .hige―tOda.com/
「戸田ひさよし」ですぐ検索できます。ぜひご覧下さい。

*ア ッと驚く記事や動画が満致 掲示板投稿も出来るホームページです 1


